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人 事 委 規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 二 年 三 月 二 十 七 日  

                          三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

     三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 組 織  職  区 分    組 織  職  区 分   

 知 事

部 局  

本 庁    部 長  一 種    知 事

部 局  

本 庁    部 長  一 種   

   理 事          

     会 計 管 理 者          会 計 管 理 者     

       出 納 局 長            出 納 局 長     

       （ 略 ）  （ 略 ）          （ 略 ）  （ 略 ）   

       次 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 次 長 級 の 職

で 、 職 の 区 分 が 四 種 と

定 め ら れ て い る も の

を 除 く 。 ）  

五 種          次 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 次 長 級 の 職

で 、 職 の 区 分 が 四 種 と

定 め ら れ て い る も の

を 除 く 。 ）  

五 種   

       ひ と づ く り 政 策 総 括

監  

          ひ と づ く り 政 策 総 括

監  

   

       コ ン プ ラ イ ア ン ス 総

括 監  

          コ ン プ ラ イ ア ン ス 総

括 監  

   

       医 療 政 策 総 括 監            医 療 政 策 総 括 監     

       へ き 地 医 療 総 括 監            へ き 地 医 療 総 括 監     

       首 都 圏 営 業 拠 点 運 営

総 括 監  

          首 都 圏 営 業 拠 点 運 営

総 括 監  

   

       太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト 推

進 総 括 監  

          市 町 連 携 総 括 監     

       工 事 検 査 総 括 監            工 事 検 査 総 括 監     

       参 事            参 事     

       （ 略 ）  （ 略 ）          （ 略 ）  （ 略 ）   

       課 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 級 の 職

に あ つ て は 、 人 事 委 員

会 が 別 に 定 め る も の

に 限 り 、 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 補 佐

級 の 職 に あ つ て は 、 職

の 区 分 が 八 種 及 び 十

一 種 と 定 め ら れ て い

る も の を 除 く 。 ）  

十 種          課 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 級 の 職

に あ つ て は 、 人 事 委 員

会 が 別 に 定 め る も の

に 限 り 、 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 補 佐

級 の 職 に あ つ て は 、 職

の 区 分 が 八 種 及 び 十

一 種 と 定 め ら れ て い

る も の を 除 く 。 ）  

十 種   

       担 当 課 長 （ 人 事 委 員 会           担 当 課 長 （ 人 事 委 員 会    
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が 別 に 定 め る も の に

限 る 。 ）  

が 別 に 定 め る も の に

限 る 。 ）  

       検 査 監            検 査 監     

       コ ン ビ ナ ー ト 防 災 監            コ ン ビ ナ ー ト 防 災 監     

       県 民 の 声 相 談 監            県 民 の 声 相 談 監     

       コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ 労

使 協 働 推 進 監  

          コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ 労

使 協 働 推 進 監  

   

       企 画 調 整 監            企 画 調 整 監     

       人 権 ・ 危 機 管 理 監            人 権 ・ 危 機 管 理 監     

                  看 護 師 確 保 対 策 監     

       子 ど も 虐 待 対 策 ・ 里 親

制 度 推 進 監  

          子 ど も 虐 待 対 策 ・ 里 親

制 度 推 進 監  

   

    土 砂 対 策 監           

       人 権 監            人 権 監     

       消 費 生 活 監            消 費 生 活 監     

       Ｒ Ｄ Ｆ ・ 広 域 処 理 推 進

監  

          Ｒ Ｄ Ｆ ・ 広 域 処 理 推 進

監  

   

       移 住 促 進 監            移 住 促 進 監     

       農 林 水 産 政 策 ・ 輸 出 促

進 監  

          農 林 水 産 政 策 ・ 輸 出 促

進 監  

   

       家 畜 防 疫 対 策 監            家 畜 防 疫 対 策 監     

       障 が い 者 雇 用 推 進 監            障 が い 者 雇 用 推 進 監     

    太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト 推

進 監  

         

       Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致 推 進 監            Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致 推 進 監     

       建 設 企 画 監            建 設 企 画 監     

    水 災 害 対 策 監           

       建 築 審 査 監            建 築 審 査 監     

       会 計 支 援 監            会 計 支 援 監     

       課 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 補 佐 級

の 職 で 、 人 事 委 員 会 が

別 に 定 め る も の に 限

る 。 ）  

十 一 種          課 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 補 佐 級

の 職 で 、 人 事 委 員 会 が

別 に 定 め る も の に 限

る 。 ）  

十 一 種   

    副 課 長           

       副 参 事            副 参 事     

       専 門 監            専 門 監     

   地 域

機 関  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）      地 域

機 関  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

   そ の

他  

  

（ 略 ）  （ 略 ）      そ の

他  

  

（ 略 ）  （ 略 ）   

     地 域 機 関 の 長 （ 任 用 規

則 別 表 に 規 定 す る 課

長 補 佐 級 の 職 で 、 人 事

委 員 会 が 別 に 定 め る

も の に 限 る 。 ）  

十 一 種        地 域 機 関 の 長 （ 任 用 規

則 別 表 に 規 定 す る 課

長 補 佐 級 の 職 で 、 人 事

委 員 会 が 別 に 定 め る

も の に 限 る 。 ）  

十 一 種   

       副 所 長 （ 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 級 の

職 で 、 人 事 委 員 会 が 別

に 定 め る も の に 限

る 。 ）  

          副 所 長 （ 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 級 の

職 で 、 人 事 委 員 会 が 別

に 定 め る も の に 限

る 。 ）  
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    こ こ ろ の 健 康 セ ン タ

ー 副 所 長  

         

    図 書 館 副 館 長           

    美 術 館 副 館 長           

       室 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 級 の 職

に あ つ て は 、 人 事 委 員

会 が 別 に 定 め る も の

に 限 り 、 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 補 佐

級 の 職 に あ つ て は 、 職

の 区 分 が 十 二 種 と 定

め ら れ て い る も の を

除 く 。 ）  

          室 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 級 の 職

に あ つ て は 、 人 事 委 員

会 が 別 に 定 め る も の

に 限 り 、 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 補 佐

級 の 職 に あ つ て は 、 職

の 区 分 が 十 二 種 と 定

め ら れ て い る も の を

除 く 。 ）  

   

    公 衆 衛 生 学 院 事 務 長           

       総 括 研 究 員            総 括 研 究 員     

       副 参 事            副 参 事     

       専 門 監            専 門 監     

       児 童 相 談 セ ン タ ー 室

長 （ 任 用 規 則 別 表 に 規

定 す る 課 長 補 佐 級 の

職 に あ る も の に 限

る 。 ）  

          児 童 相 談 セ ン タ ー 室

長 （ 任 用 規 則 別 表 に 規

定 す る 課 長 補 佐 級 の

職 に あ る も の に 限

る 。 ）  

   

       （ 略 ）  （ 略 ）          （ 略 ）  （ 略 ）   

 （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 監 査

委 員

事 務

局  

    （ 略 ）  （ 略 ）    監 査

委 員

事 務

局  

    （ 略 ）  （ 略 ）   

   次 長  （ 略 ）      次 長  （ 略 ）   

   課 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 級 の 職

で 、 職 の 区 分 が 十 種 と

定 め ら れ て い る も の

を 除 く 。 ）  

八 種         

     課 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 級 の 職

で 、 人 事 委 員 会 が 別 に

定 め る も の に 限 る 。 ） 

十 種        課 長  十 種   

     （ 略 ）  （ 略 ）        （ 略 ）  （ 略 ）   

 （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 労 働

委 員

会 事

務 局  

    事 務 局 長  八 種    労 働

委 員

会 事

務 局  

    事 務 局 長  四 種   

     （ 略 ）  （ 略 ）        （ 略 ）  （ 略 ）   

 （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 教 育

委 員

会 事

務 局  

  

本 庁    （ 略 ）  （ 略 ）    教 育

委 員

会 事

務 局  

  

本 庁    （ 略 ）  （ 略 ）   

     課 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 補 佐 級

の 職 で 、 人 事 委 員 会 が

別 に 定 め る も の に 限

る 。 ）  

十 一 種        課 長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 補 佐 級

の 職 で 、 人 事 委 員 会 が

別 に 定 め る も の に 限

る 。 ）  

十 一 種   
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    副 課 長           

       専 門 監            専 門 監     

       副 参 事            副 参 事     

   （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）      （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 警 察  警 察 本 部  （ 略 ）  （ 略 ）    警 察  警 察 本 部  （ 略 ）  （ 略 ）   

        十 一 種          上 席 監 査 官  十 一 種   

       サ イ バ ー 犯 罪 捜 査 指

導 官  

          サ イ バ ー 犯 罪 捜 査 指

導 官  

   

                  刑 事 指 導 官     

       広 域 捜 査 官            広 域 捜 査 官     

                  組 織 窃 盗 対 策 官     

                  総 括 情 報 官     

       暴 力 団 対 策 意 見 聴 取

官  

          暴 力 団 対 策 意 見 聴 取

官  

   

                  企 業 対 象 暴 力 対 策 官     

                  保 護 対 策 官     

       交 通 管 制 官            交 通 管 制 官     

       交 通 聴 聞 官            交 通 聴 聞 官     

       そ の 他 警 視 で あ る 警

察 官 が 任 用 さ れ る 職

（ 人 事 委 員 会 が 別 に

定 め る も の を 除 く 。 ） 

          そ の 他 警 視 で あ る 警

察 官 が 任 用 さ れ る 職

（ 人 事 委 員 会 が 別 に

定 め る も の を 除 く 。 ） 

   

       副 参 事            副 参 事     

   （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）      （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 五 （ 等 級 別 基 準 職 務 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 二 年 三 月 二 十 七 日  

                          三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

     三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 五 （ 等 級 別 基 準 職 務 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 五 （ 等 級 別 基 準 職 務 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表（第二条関係） 別表（第二条関係） 

イ 行政職給料表 イ 行政職給料表 

 

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

  

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

 

 知事部

局、議

会事務

局、監

査委員

事 務

局、人

事委員

3 級 1 から

3 まで 

船長   知事部

局、議

会事務

局、監

査委員

事 務

局、人

事委員

3 級 1 船長  

   機関長       機関長  

   講師       講師  

     監査主査       監査主査  

     研修主事       研修主事  

     書記（任用規則別表に規定す

る主査級の職にあるものに限

る。） 

      書記（任用規則別表に規定す

る主査級の職にあるものに限

る。） 
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 会事務

局、教

育委員

会事務

局、労

働委員

会事務

局、選

挙管理

委員会

事 務

局、海

区漁業

調整委

員会事

務局及

び内水

面漁場

管理委

員会事

務局 

     会事務

局、教

育委員

会事務

局、労

働委員

会事務

局、選

挙管理

委員会

事 務

局、海

区漁業

調整委

員会事

務局及

び内水

面漁場

管理委

員会事

務局 

       4 助教     2 助教  

     書記（任用規則別表に規定す

る主任級の職にあるものに限

る。） 

      書記（任用規則別表に規定す

る主任級の職にあるものに限

る。） 

 

 4 級 （略） （略）   4 級 （略） （略）  

   2 から

4 まで 

課長（任用規則別表に規定す

る主査級の職にあるものに限

る。） 

    2 課長（任用規則別表に規定す

る主査級の職にあるものに限

る。） 

 

     船長（困難な業務を行うもの

に限る。） 

      船長（困難な業務を行うもの

に限る。） 

 

     機関長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

      機関長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

 

     講師（困難な業務を行うもの

に限る。） 

      講師（困難な業務を行うもの

に限る。） 

 

     監査主査（困難な業務を行う

ものに限る。） 

      監査主査（困難な業務を行う

ものに限る。） 

 

     研修主事（困難な業務を行う

ものに限る。） 

      研修主事（困難な業務を行う

ものに限る。） 

 

     書記（任用規則別表に規定す

る主査級の職で、困難な業務

を行うものに限る。） 

      書記（任用規則別表に規定す

る主査級の職で、困難な業務

を行うものに限る。） 

 

     次長（任用規則別表に規定す

る主査級の職にあるものに限

る。） 

      次長（任用規則別表に規定す

る主査級の職にあるものに限

る。） 

 

 5 級 1 から

3 まで 

課長補佐   5 級 1 から

3 まで 

課長補佐  

   企画員（困難な業務を行うも

のに限る。） 

    企画員（困難な業務を行うも

のに限る。） 

 

     副所長（条例第 17 条の規定に

より管理職手当を支給される

職以外の職にあるものに限

る。） 

      副所長（条例第 17 条の規定に

より管理職手当を支給される

職以外の職にあるものに限

る。） 

 

       副校長（任用規則別表に規定

する課長補佐級の職にあるも

のに限る。） 

        副校長（任用規則別表に規定

する課長補佐級の職にあるも

のに限る。） 

 

       教頭         教頭  

       副園長         副園長  

       三重県行政組職規則（平成 14

年三重県規則第 35 号。以下「行

政組織規則」という。）第 110

条第 2 項の表の上欄に規定す

る事務長 

        事務長  

       教務主任（困難な業務を行う

ものに限る。） 

        教務主任（困難な業務を行う

ものに限る。） 

 

       准教授（困難な業務を行うも

のに限る。） 

        准教授（困難な業務を行うも

のに限る。） 

 

       監査主幹（困難な業務を行う

ものに限る。） 

        監査主幹（困難な業務を行う

ものに限る。） 

 

       課長（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職にあるもの

        課長（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職にあるもの
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に限る。） に限る。） 

       書記長補佐         書記長補佐  

       書記（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職で、困難な

業務を行うものに限る。） 

        書記（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職で、困難な

業務を行うものに限る。） 

 

       次長（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職にあるもの

に限る。） 

        次長（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職にあるもの

に限る。） 

 

   6 級 1 から

4 まで 

担当課長     6 級 1 から

3 まで 

担当課長  

     専門監       専門監  

       担当室長         担当室長  

       コンビナート防災監         コンビナート防災監  

       県民の声相談監         県民の声相談監  

       コンプライアンス・労使協働

推進監 

        コンプライアンス・労使協働

推進監 

 

       企画調整監         企画調整監  

       人権・危機管理監         人権・危機管理監  

                看護師確保対策監  

       子ども虐待対策・里親制度推

進監 

        子ども虐待対策・里親制度推

進監 

 

    土砂対策監        

       人権監         人権監  

       消費生活監         消費生活監  

       ＲＤＦ・広域処理推進監         ＲＤＦ・広域処理推進監  

       移住促進監         移住促進監  

       農林水産政策・輸出促進監         農林水産政策・輸出促進監  

       家畜防疫対策監         家畜防疫対策監  

       障がい者雇用推進監         障がい者雇用推進監  

    太平洋・島サミット推進監        

       ＭＩＣＥ誘致推進監         ＭＩＣＥ誘致推進監  

       建設企画監         建設企画監  

    水災害対策監        

       建築審査監         建築審査監  

       検査監         検査監  

       会計支援監         会計支援監  

       行政組織規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する副局長 

        三重県行政組織規則（平成 14

年三重県規則第 35 号。以下「行

政組織規則」という。）第 110

条第 1 項の表の上欄に規定す

る副局長 

 

       副校長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

        副校長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

 

       副館長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

        副館長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

 

       行政組職規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する部長 

        行政組職規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する部長 

 

    行政組職規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する事務長 
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       技術管理監         技術管理監  

       林業人材育成推進監         林業人材育成推進監  

       教授         教授  

       調整監         調整監  

       政策法務監         政策法務監  

       次長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

        次長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

 

       所長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

        所長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

 

       副所長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

        副所長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

 

       副センター長（任用規則別表

に規定する課長級の職にある

ものに限る。） 

        副センター長（任用規則別表

に規定する課長級の職にある

ものに限る。） 

 

       市町教育支援・人事監         市町教育支援・人事監  

       学校防災推進監         学校防災推進監  

       子ども安全対策監         子ども安全対策監  

       人権教育監         人権教育監  

       書記長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

        書記長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

 

       室長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

        室長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

 

       局長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

        局長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

 

     5 及び

6 

課長補佐（困難な業務を行う

ものに限る。） 

      4 及び

5 

課長補佐（困難な業務を行う

ものに限る。） 

 

       副所長（条例第 17 条の規定に

より管理職手当を支給される

職以外の職で、困難な業務を

行うものに限る。） 

        副所長（条例第 17 条の規定に

より管理職手当を支給される

職以外の職で、困難な業務を

行うものに限る。） 

 

       副校長（任用規則別表に規定

する課長補佐級の職で、困難

な業務を行うものに限る。） 

        副校長（任用規則別表に規定

する課長補佐級の職で、困難

な業務を行うものに限る。） 

 

       教頭（困難な業務を行うもの

に限る。） 

        教頭（困難な業務を行うもの

に限る。） 

 

       副園長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

        副園長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

 

       行政組職規則第 110 条第 2 項

の表の上欄に規定する事務長

（困難な業務を行うものに限

る。） 

        事務長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

 

       課長（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職で、困難な

業務を行うものに限る。） 

        課長（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職で、困難な

業務を行うものに限る。） 
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       書記長補佐（困難な業務を行

うものに限る。） 

        書記長補佐（困難な業務を行

うものに限る。） 

 

       室長（条例第 17 条の規定によ

り管理職手当を支給される職

で、課長補佐級の職にあるも

のに限る。） 

        室長（条例第 17 条の規定によ

り管理職手当を支給される職

で、課長補佐級の職にあるも

のに限る。） 

 

       次長（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職で、困難な

業務を行うものに限る。） 

        次長（任用規則別表に規定す

る課長補佐級の職で、困難な

業務を行うものに限る。） 

 

   7 級 1 及び

2 

行政組職規則第 19 条第 1 項の

表の上欄に規定する副局長 

    7 級 1 及び

2 

行政組職規則第 19 条第１項の

表の上欄に規定する副局長 

 

       危機管理地域統括監         危機管理地域統括監  

       ひとづくり政策総括監         ひとづくり政策総括監  

       コンプライアンス総括監         コンプライアンス総括監  

       首都圏営業拠点運営総括監         首都圏営業拠点運営総括監  

       太平洋・島サミット推進総括

監 

        市町連携総括監  

       工事検査総括監         工事検査総括監  

       副館長（任用規則別表に規定

する次長級の職にあるものに

限る。） 

        副館長（任用規則別表に規定

する次長級の職にあるものに

限る。） 

 

       次長（任用規則別表に規定す

る次長級の職にあるものに限

る。） 

        次長（任用規則別表に規定す

る次長級の職にあるものに限

る。） 

 

       総括市町教育支援・人事監         総括市町教育支援・人事監  

       事務局長（任用規則別表に規

定する次長級の職にあるもの

に限る。） 

        事務局長（任用規則別表に規

定する次長級の職にあるもの

に限る。） 

 

     （略） （略）       （略） （略）  

   （略） （略） （略）     （略） （略） （略）  

   9 級 1 及び

2 

会計管理者     9 級 1 及び

2 

会計管理者  

   理事       

       所長（任用規則別表に規定す

る部長級の職にあるものに限

る。） 

        所長（任用規則別表に規定す

る部長級の職にあるものに限

る。） 

 

       館長（任用規則別表に規定す

る部長級の職にあるものに限

る。） 

        館長（任用規則別表に規定す

る部長級の職にあるものに限

る。） 

 

 警察      警察 3 級 1 係長  

   4 級 1 課長補佐     4 級 1 課長補佐  

       隊長補佐         隊長補佐  

       センター長補佐         センター長補佐  

       警察署の課長         警察署の課長  

       警察署の主幹         警察署の主幹  

             2 係長（困難な業務を行うもの

に限る。） 

 

   （略） （略） （略）     （略） （略） （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

ロ （略） ロ （略） 
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ハ 研究職給料表 ハ 研究職給料表 

 

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

  

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

 

 知事部

局 

（略） （略） （略）   知事部

局 

（略） （略） （略）  

 3 級 （略） （略）   3 級 （略） （略）  

     2 及び

3 

課長（試験研究機関に置かれ

る職で、任用規則別表に規定

する主査級の職にあるものに

限る。） 

      2 課長（試験研究機関に置かれ

る職で、任用規則別表に規定

する主査級の職にあるものに

限る。） 

 

       主査         主査  

   （略） （略） （略）     （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

ニ （略） ニ （略） 

ホ 医療職給料表(二) ホ 医療職給料表(二) 

 

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

  

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

 

 知事部

局 

（略） （略） （略）   知事部

局 

（略） （略） （略）  

 4 級 （略） （略）   4 級 （略） （略）  

     2 及び

3 

主査検査員       2 

  

主査検査員  

     教務主任       教務主任  

   （略） （略） （略）     （略） （略） （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

ヘ （略） ヘ （略） 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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